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学校徴収金の滞納に関する対応について 

（お知らせ） 

 

 各校においては、四万十市立学校準公金取扱要領に則って学校徴収金等の適正な管理や

取り扱いを行っているところですが、集金事務において保護者の滞納への対応で苦慮して

いる事例が見受けられます。 

 その対応については、就学援助費受給世帯については学校長委任払いで保護者から滞納

分を直接徴収することができます。一方、生活保護受給世帯については滞納分を直接徴収す

る制度はありませんが、福祉事務所の生活保護業務担当者を通じて支払いを指導していた

だくことができます。 

つきましては、別紙の生活保護受給世帯の学校徴収金対応に係る（情報提供）を参考にし

て各校で対応していただくようにお願いします。 

 

 



 

 

別紙 

 

 

生活保護受給世帯の学校徴収金対応について（情報提供） 

 

学校事務支援室 

 

生活保護受給世帯に支給される生活保護費には、教育費として一定

の基準額が、また学校ごとの教材費調査に回答のあった教材費実費額

が、それぞれ含まれています。このため、受給世帯が学校徴収金を支払

わず、当該額を別の支払いに充てた場合、不正受給とみなされる事もあ

り得ます。 

この場合、生活保護業務担当者（市ケースワーカー）は、生活保護費 

を本来の目的で支出する（＝学校徴収金を適期に支払う）ことを指導す 

ることができます。 

つきましては、学校徴収金を滞納する生活保護受給世帯がある場合 

は、四万十市福祉事務所生活福祉係の担当者までご連絡のうえ相談い 

ただきますようお願いします。 

なお、生活保護費は、学校徴収金の滞納があっても、当該滞納分を後 

に追加給付することができませんので、滞納が長期化し、滞納金額が増 

えることで、支払いが困難になって来ます。滞納金額が増額になるまで 

の早い段階で、生活福祉係担当者へ連絡するようお願いします。 

 

 

◎連絡先 四万十市福祉事務所 生活福祉係 ＴＥＬ３４－１７８１ 

 

 


